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茨木市農業委員会の委員候補者募集要項 

 

 

 農業委員会等に関する法律に基づき、茨木市農業委員会の委員（以下「農業委員」と

いいます。）候補者を次のとおり募集します。  

 

１ 募集人数  

  １４人   

 

２ 任期  

  令和８年７月２０日から令和１１年７月１９日まで  

 

３ 身分  

  特別職の非常勤職員  

 

４ 職務内容  

 (1) 農地等の権利移動、転用の許可等の審議  

 (2) 遊休農地の発生防止、解消  

 (3) 担い手への農地の利用集積  

 (4) 新規参入の促進、担い手の育成  

 (5) 農地利用最適化推進委員と連携した現場活動（調査、指導等）  

 (6) 上記に掲げるもののほか、法令等により農業委員会の権限に属した事項  

 

５ 報酬  

  日額２２，０００円（会長、副会長に互選された場合は、別途規定あり。）  

 

６ 推薦を受ける者（被推薦者）及び募集に応じる者（応募者）の資格、要件  

  農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業

委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者  

  ただし、次のいずれかの事項に該当する者は、その資格がありません。  

 (1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者  

 (2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな

くなるまでの者  

 (3) 法律上、農業委員と兼職及び兼業が禁止されている者  

 (4) 行政委員会（教育委員会、選挙管理委員会等）の委員又は委員（監査委員）であ

る者  

 (5) 茨木市の常勤の職員及び短時間勤務職員である者  

 (6) 茨木市暴力団排除条例（平成24年茨木市条例第31号）に規定する暴力団員又は暴

力団密接関係者  

 

７ 推薦及び募集に係る手続  

  所定の推薦申込書又は応募申込書に必要事項を記入の上、提出してください。  
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 (1) 推薦者が法人又は団体（他薦）の場合  

   法人又は団体の代表者又は管理者が、推薦申込書（様式第１号）に記入してくだ

さい。  

 (2) 推薦者が個人（他薦）の場合  

   推薦者が、推薦申込書（様式第２号）に記入してください。  

 (3) 応募（自薦）の場合  

   自ら応募申込書（様式第３号）に記入してください。  

 

８ 推薦及び募集の期間  

  令和８年２月９日（月）から３月１０日（火）まで  

  募集人数を下回る可能性がある場合等には、期間を延長することがあります。この

場合、受付期間最終日以降に市のホームページでお知らせします。 

 

９ 推薦及び募集に係る書類の提出及び入手方法  

 (1) 提出先等  

   茨木市産業環境部農林課（本館７階）に持参又は郵送（必着）により提出してく

ださい。電子メール、ＦＡＸ等による提出は、受け付けません。  

  ※持参される場合、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和28年法律第

178号）に規定する休日に提出することはできません。  

  ※受付時間は、午前８時４５分から午後５時１５分までです。  

  ※郵送される場合、３月１０日必着です（消印有効ではありません。）。また、封

筒の表面に「農業委員募集関係書類在中」と朱書きし、配達の記録が残る方法で 

『〒567‐8505 茨木市駅前三丁目８番１３号 茨木市産業環境部農林課』に送

付してください。 

 (2) 入手方法  

   茨木市産業環境部農林課又は茨木市農業委員会事務局窓口での配布及びホームペ

ージからのダウンロード  

 

10 推薦及び募集状況の公表  

  推薦及び募集の状況について、推薦申込書及び応募申込書に記載された氏名、年

齢、職業、性別、経歴、推薦者の情報、募集（応募）の理由等を整理し、募集期間の

中間及び終了後に、市のホームページで公表します。ただし、住所、生年月日、電話

番号は、公表されません。 

 

11 農業委員の選任等  

 (1) 募集期間終了後、候補者選定委員会を開催し、審査の結果、農業委員候補者とし

て選定された者について、市議会の同意を得た上で、市長が農業委員に任命しま

す。 

 (2) 審査は、提出された書類をもとに行いますが、必要に応じて、推薦申込書及び応

募申込書に記載された内容その他関連する事項について、面接や関係者からの意見

聴取などを行う場合があります。  

 (3) 法令に定められた要件、募集要項に掲げる資格、法令違反の有無等の確認を行う
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ため、関係機関に照会を行う場合があります。  

 (4) 募集人数を下回っていることにより、無条件で候補者として認められるものでは

ありません。  

 

12 審査の結果の通知  

  審査結果については、５月上旬に推薦者又は応募者に直接、通知します。  

 

13 任命の条件  

  農業委員の任命に当たっては、法律により次のような条件を満たすことが求められ

ています。  

 (1) 認定農業者が農業委員の過半数を占めること（例外規定有り）。  

 (2) 農業委員会の所掌する事務について、利害関係のない者を含めること。  

 (3) 委員の年齢、性別等に著しい偏りが生じないように配慮すること。（女性、青年

の登用）  

 

14 書類記入上の注意  

  推薦申込書及び応募申込書の記入に当たっては、次のことに注意してください。ま

た、黒ボールペンを使用し、修正がある場合は二重線で消してください。  

 (1) 「経歴」  

   職歴、農業委員歴その他農業又は地域活動に関する経歴等（農業行政又は農業関

係団体の営農部門の勤務経験、農業教育・研究機関等での教職・研究者の経験）を

記載してください。 

 (2) 「推薦（応募）理由」  

   可能な限り具体的に記入してください。  

 (3) 「認定農業者等」  

   認定農業者とは、茨木市が定める農業経営基盤強化促進基本構想で示された農業

経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画

を作成し、その計画について本市の認定を受けた農業者又は法人（国版の認定農業

者）の役職員等です。 

   大阪版認定農業者は、認定農業者等に準ずる者となります。 

   不明な場合は、茨木市産業環境部農林課（電話：６２０－１６２２）までお問い

合わせください。  

 

15 添付書類  

  推薦申込書及び応募申込書の提出の際には、必ず次の書類を添付してください。 

 (1) 被推薦者又は応募者の住民票（本籍地の記載があり、発行後３月以内のもの。個

人番号（マイナンバー）の記載がないもの）  

 (2) 被推薦者又は応募者が茨木市以外の認定農業者又は大阪版認定農業者等である場

合は、農業経営改善計画認定書その他それらの事実を証明する書類の写し  

 (3) 普及指導員等の農業に関する国家資格を有する場合は、その事実を証明する書類

の写し  
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16 その他  

 (1) 提出された書類は、一切返却いたしません。  

 (2) 提出する書類が２枚以上となる場合は、ステープラなどで留めてください。  

 (3) 書類の追加提出又は説明をお願いする場合があります。  

 (4) 茨木市の農業委員と農地利用最適化推進委員の両委員の候補者として同時に推薦

又は応募することはできますが、他市町村を含めて、農業委員又は農地利用最適化

推進委員の職を２以上、兼ねることはできません。  

 (5) 不明な点は、書類の作成、提出の前にお問い合わせください。  

 

17 問合せ先 

  茨木市農業委員会事務局  

  〒５６７－８５０５ 茨木市駅前三丁目８番１３号 茨木市役所本館７階  

  電話：０７２－６２０－１６７７   


